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１ はじめに 

 

 

川越市では、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（以下「女

性活躍推進法」という。）に基づき、平成２８年３月に第一次計画となる「川

越市女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画（前期計画）」（以下

「第一次前期計画」という。）を策定し、女性職員が多様な働き方を選択でき

る職場環境の整備に努めてきました。また、令和２年３月には、「第一次前期

計画」の進捗を踏まえて必要な見直しを行った「川越市女性職員の活躍の推

進に関する特定事業主行動計画（後期計画）」（以下「第一次後期計画」とい

う。）の策定を行いました。 

 その結果、女性リーダーの意見交換の場の提供や年次有給休暇の取得の推

奨、育児休業取得者を対象としたセミナーの開催等、様々な取組を実施し、管

理職に占める女性職員の割合の向上など一定の成果を上げることができまし

た。 

「女性活躍推進法」は令和７年度末までの時限立法でしたが、依然として

男女間の登用や給与の差異等が課題として残っており、女性活躍の施策の効

果があらわれるまでにはさらに一定の期間が必要だとして、１０年間期限が

延長されることとなりました。 

本市においても、「第一次後期計画」が終了する令和７年度において、これ

までの計画内容について必要な見直しを行い、「第二次川越市女性職員の活躍

の推進に関する特定事業主行動計画（前期計画）」（以下「第二次前期計画」と

いう。）を策定しました。 

女性の活躍とは、一人ひとりの女性が、個性と能力を十分に発揮できるこ

とであり、全ての女性職員が、どの世代においても活躍できるような職場環

境を築いていかなければなりません。「第二次前期計画」においても、引き続

き「さまざまな女性」が「多様な働き方」を選択できるよう、働きがいのある

働きやすい職場環境の整備について積極的に取り組んでまいります。 

 

 

 令和８年１月 

                      川越市長 

                      川越市議会議長 

                      川越市選挙管理委員会 

                      川越市代表監査委員 

                      川越市教育委員会 

                      川越市農業委員会 

川越市上下水道事業管理者 
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２ 計画の概要 

 

 

（１）特定事業主行動計画について 

  本計画は、女性活躍推進法第１９条第１項に基づいて策定する「特定事

業主行動計画」です。女性職員の職場における活躍を推進することを目的

とし、併せて職員一人ひとりが活躍できる職場、働きやすい職場の実現を

目指すものです。 

 

（２）計画期間 

  本計画は、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５年

間を計画期間としています。 

  女性活躍推進法は、令和１７年度までの時限立法となっているため、本

市では５年間ずつに区切り行動計画を策定します。本計画は、その前半期

間における行動計画（前期計画）です。 

 

（３）計画の策定者 

  本計画は、全任命権者（市長、議長、選挙管理委員会、代表監査委員、

教育委員会、農業委員会、上下水道事業管理者）により策定しています。 

 

（４）計画の進捗管理と情報の公表 

  本計画の進捗管理については、年１回把握したうえで、それぞれ内容を

点検・評価し、その結果をその後の対策や計画の見直し等に反映します。 

  また、取組状況や数値目標に対する実績については、市ホームページを

通じて公表します。 
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３ 数値目標の達成状況 

 

 

令和３年度から令和７年度までを計画期間とする「第一次後期計画」で

は、女性活躍推進法の基本方針に基づき、主に「仕事と家庭の両立の推

進」の観点から分析を行い、以下の６つの項目を重要課題として、これに

対応する数値目標を掲げ、それぞれ取組を実施してきました。 

 

課題１ 課長級以上の女性職員が少ない。 

課題２ 事務職の採用試験において女性の受験者が少ない。 

課題３ 男性職員の育児休業取得の更なる促進を行う必要がある。 

課題４ 男性職員の育児のための休暇の取得率及び日数が少ない。 

課題５ 年次有給休暇の取得率が下がっている。 

課題６ １年間の総時間外勤務時間数が３６０時間を超えている職員数 

が増加している。 

 

 

目標１ 課長級以上の女性割合 

第一次後期計画の目標 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

課長級以上の女性割合 

１５％以上 
１０．９％ １２．８％ １３．３％ １３．４％ １４．９％ 

 

➢目標を設定した令和３年度より、課長級以上の女性割合は年々上昇して

おりますが、目標値をわずかに下回りました。 

 

目標２ 職員採用試験の受験者のうち事務職に占める女性割合 

第一次後期計画の目標 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

職員採用試験受験者のう

ち事務職の女性割合 

４０％以上 

３６．６％ ３４．５％ ３１．８％ ３０．４％ 

 

➢職員採用試験受験者のうち、事務職の女性割合について、目標を設定し

た令和３年度以降連続して減少し、目標を達成することができませんでし

た。 
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目標３ 男性職員の育児休業の取得率 

第一次後期計画の目標 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

男性職員の育児休業の取

得率２０％以上 
３１．１％ ４４．０％ ６２．９％ ８０．４％ 

  
  ➢男性職員の育児休業については、年々取得率が上昇し、目標値を大幅に上回

って達成することができました。 
 
 

目標４ 出産補助休暇、男性の育児参加休暇の取得率及び取得日数 

第一次後期計画の目標 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

出産補助休暇の取得率 

１００％ 
９３．３％ ９２．０％ ９４．３％ １００％ 

 

第一次後期計画の目標 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

男性の育児参加休暇の取

得率１００％ 
８２．２％ ８４．０％ ７４．３％ ８９．１％ 

  

第一次後期計画の目標 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

出産補助休暇及び男性の

育児参加休暇の合計取得

日数５日以上 

６．３日 ５．９日 ６．３日 ６．９日 

 

➢出産補助休暇の取得率及び２つの休暇の合計取得日数については、目標

値を達成することができました。一方、男性の育児参加休暇の取得率につ

いては、目標値を達成することができませんでした。 

 

目標５ 年次有給休暇の平均取得日数 

第一次後期計画の目標 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

年次有給休暇の平均取得

日数１５日以上 
１３．９日 １３．６日 １４．９日 １４．５日 

 

➢また、年次有給休暇の平均取得日数については、増加傾向にありますが、

目標値を達成することはできませんでした。 
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目標６ 職員の時間外勤務時間数 

第一次後期計画の目標 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

職員の１箇月の時間外勤務

時間数４５時間以下にする 

（延べ人数） 

５３８人 ４４３人 ３４５人 ３３６人 

職員の１年の時間外勤務時

間数３６０時間以下にする 

（実人数） 

２９２人 ２７８人 ２２０人 ２０９人 

 

 ➢時間外勤務時間数が１箇月につき４５時間、１年につき３６０時間を

超えた職員数については、減少傾向にはありますが、令和６年度において

も一定数おり、目標値を達成することができませんでした。 
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４ 現状と課題 

 

 

（１）現状 

 「第一次後期計画」の状況を踏まえ、現状の更なる課題を明らかにする

ため、状況把握項目について分析を行いました。 

 状況把握項目は、本計画を策定するに当たり数値を算出すべき必須事項

として、女性活躍推進法とそれに伴う内閣府令によってあらかじめ定めら

れているものです。「職業生活に関する機会の提供」と「職業生活と家庭

生活との両立」の二つの区分に分けられた２３項目のうち、本市において

課題であると思われる状況把握項目とその分析結果を下記に示しています。 

 

ア 各役職段階にある職員に占める女性職員の割合及びその伸び率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

役職 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

課長級以上 
１０．９％ 

（１６人） 

１２．８％ 

（１９人） 

１３．３％ 

（２０人） 

１３．４％ 

（２０人） 

１４．９％ 

（２２人） 

副課長級 

副主幹級 

３２．５％ 

（１４７人） 

３０．８％ 

（１３７人） 

３１．２％ 

（１４２人） 

３０．５％ 

（１４２人） 

２９．７％ 

（１４１人） 

 

➢管理監督者に占める女性割合について、各役職段階別に分析したと

ころ、「第一次後期計画」策定時と同様に、依然として副課長級及び副

主幹級の合計と、課長級以上の間において数値に差があることが分か

りました。 

  

6.9%
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イ 受験者数及び採用者数に占める女性割合 

  

 ・受験者に占める女性割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・採用した職員に占める女性割合 

  
 

➢受験者数に占める女性割合について、さらに事務職と事務職以外の

区分で分析したところ、依然として事務職における割合が低いことが

分かりました。また、採用者数についても同様の傾向が見られまし

た。 
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ウ 男性職員の育児休業取得率及び取得期間の分布 

 

 ・男性職員の育児休業取得率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ・男性職員（事務職）の育児休業の取得期間の分布 

期間区分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

２週間以上の

育児休業 

８７．５％ 

（７人） 

１００％ 

（１７人） 

９３．３％ 

（１４人） 

９６．４％ 

（２７人） 

２週間未満の 

育児休業 

１２．５％ 

（１人） 

０％ 

（０人） 

６．７％ 

（１人） 

３．６％ 

（１人） 

 

   ・男性職員（事務職以外）の育児休業の取得期間の分布 

期間区分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

２週間以上の

育児休業 

１００％ 

（６人） 

１００％ 

（５人） 

８５．７％ 

（６人） 

７７．８％ 

（７人） 

２週間未満の 

育児休業 

０％ 

（０人） 

０％ 

（０人） 

１４．３％ 

（１人） 

２２．２％ 

（２人） 
 
 ➢男性職員の育児休業取得率について、さらに事務職と事務職以外の

区分で分析したところ、事務職は順調に増加し、事務職以外は増減を

繰り返しながらも、増加傾向にあることがわかりました。また、取得

期間の区分で分析したところ、事務職、事務職以外ともにほとんどの

職員が２週間以上の育児休業を取得していることが分かりました。 
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エ 出産補助休暇及び男性の育児参加休暇の合計取得日数の分布状況 
 

合計取得日数 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

５日以上 
７７．８％ 

（３５人） 

７０．０％ 

（３５人） 

７１．４％ 

（２５人） 

８４．８％ 

（３９人） 

５日未満 
２２．２％ 

（１０人） 

３０．０％ 

（１５人） 

２８．６％ 

（１０人） 

１５．２％ 

（７人） 

 

➢出産補助休暇及び男性の育児参加休暇の取得率について、合計取得

日数の分布状況に着目して分析したところ、５日未満の取得となって

いる職員が一定数いることが分かりました。  
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（２）課題 

「第一次後期計画」における目標設定項目及び女性活躍推進法等におけ

る状況把握項目の分析結果を踏まえ、以下の６つの項目を重点課題として

整理しました。 

これらの課題を改善すべく、「第一次後期計画」に引き続き、本計画に

おいても女性職員の活躍のために取り組むべき目標として、女性の働くこ

とに関わる継続的な過程（キャリア）を支援する「女性のキャリア形成の

推進」、育児に関する性別の役割分担意識を是正する「男性の積極的な育

児参加の推進」、仕事と生活の両立を目指す「働き方改革の推進」を「３

つの推進」として掲げ、職員一人ひとりがいきいきと働くことができる職

場づくりを目指します。 

 

 

女性活躍の３つの推進と取り組むべき課題 

 

女性のキャリア形成の推進 

課題１ 課長級以上の女性職員が少ない。 

課題２ 事務職の採用者に占める女性職員の割合が低い。 

 

男性の積極的な育児参加の推進 

課題３ 男性職員の育児休業取得をさらに推進する必要がある。 

課題４ 男性職員の育児のための休暇の取得日数が少ない職員がい 

る。 

 

働き方改革の推進 

課題５ 年次有給休暇の平均取得日数が伸び悩んでいる。 

課題６ １年間の総時間外勤務時間数が３６０時間を超えている職 

員数が多い状況である。 
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①女性のキャリア形成の推進

５ 目標の設定と具体的な取組 

 

 

 本市では、「女性職員の活躍のための課題」に取り組むべく、「３つの推

進」に沿ってそれぞれの課題に数値目標を掲げ、具体的な取組を実施してい

きます。 

 なお、継続とあるものは、「第一次後期計画」においても同様の目標を設

定、または、同様の取組を実施していたこと、見直し とあるものは、本計

画の策定に当たり必要な見直し等を行ったことを示しています。 

 また、次世代とあるものは、次世代育成支援対策推進法による特定事業主

行動計画と同じ目標値、または、目標値の一部が同じであることを示してい

ます。 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取組内容】 

・「女性リーダーミーティング」を実施します。 継続 

女性リーダーの意欲向上や互いに相談し合える職場環境づくりのため、

女性リーダーを対象にミーティングを開催して、女性活躍推進の理解を深

め、所属や部署を超えて意見交換ができる場を提供します。 

 

・「育休復帰支援セミナー」を開催します。 継続 

育児休業から復職する際の不安の解消や、順調に職場復帰ができるよ

う、育児休業取得者等を対象にセミナーを開催して、育休復帰後のロール

モデルの紹介や、職員同士の情報交換ができる場を提供します。 

 

 

目標１：令和１２年度までに課長級以上の女性割合を２５％以上にしま

す。見直し 

目標２：令和１２年度までに事務職の採用者に占める女性割合を４０％

以上にします。見直し 
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②男性の積極的な育児参加の推進

・職員採用募集案内に、女性の活躍や仕事と子育ての両立を紹介したコー

ナーを設けます。 継続 

職員採用募集案内に、女性の活躍や仕事と子育ての両立などの体験談や

メッセージを紹介することで、本市の「多様な働き方」についての魅力を

アピールします。 

 

・職員採用説明会において、働く女性のための座談会を開催します。 

 継続 

職員採用説明会で、女性職員と直接会話をしながら、働く女性に関わる

情報や体験談を聞くことができる“働く女性のための座談会コーナー”を

設置し、女性職員が活躍できる職場環境であることを紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取組内容】 

・管理職を対象とした仕事と生活の両立に関する講座を開催します。 

継続 

  育児等で時間制約のある職員に対する意識の醸成や、ワーク・ライ

フ・バランスを保つことができる職場環境づくりのため、管理職に対

し、仕事と生活の両立を支援する心得を習得する講座を開催します。 

 

 

 

 

 

 

目標４：令和１２年度までに出産補助休暇と男性の育児参加休暇の取得

率をそれぞれ１００％とし、合計取得日数の平均を５日以上と

します。継続 次世代 

目標３：令和１２年度までに男性職員の２週間以上の育児休業取得率を

８５％以上にします。見直し 次世代 
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③働き方改革の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【取組内容】 

・毎年５月と１１月を、週休日等と組み合わせた年次有給休暇の取得励行月

間とし、連続した休暇の取得を推進します。 継続 

  祝休日が月に２日以上ある月のうち、観光シーズンである５月と１１月

の年次有給休暇の取得を推奨し、休暇を週休日等と組み合わせることで、

より充実した休日を過ごせるようにします。 

 

・年次有給休暇の取得を促進する「わたしの Anniversary デー」を周知しま

す。 見直し 

誕生日や記念日などの特別な日に取得する年次有給休暇を「わたしの

Anniversary デー」とし、各所属で作成している休暇計画表を活かして、

計画的に休暇を取得するよう推奨します。 

 

・「３（サン）クスデー」を実施します。 見直し 

  毎週水曜日のノー残業デーに加え、毎月３・１３・２３日を家族や自分

に感謝して定時退庁を促す「３（サン）クスデー」を実施することで、残

業時間を減らします。 

 

・更なる事務の効率化・平準化を図ります。 継続 

  事務の効率化や平準化を図るための創意工夫について引き続きＡＩとい

ったＤＸの活用を検討することにより、事務の効率化を高め、業務分担の

見直し等による負担の平準化を図ります。 

 

・テレワーク制度の活用を推進します。 見直し 

  テレワーク制度の活用を推進し、仕事と子育てや介護の両立を支援しま

す。 

目標５：令和７年度までに年次有給休暇の１人当たりの平均取得日数を

１５日以上とします。継続 次世代 

 

目標６：令和１２年度までに全ての職員の時間外勤務時間数を１箇月に

つき４５時間以下、１年につき３６０時間以下とするととも

に、職員一人あたりの年間の時間外勤務時間数を１２０時間以

下にします。 見直し 次世代 

目標５：令和１２年度までに年次有給休暇の１人当たりの平均取得日数

を１５日以上とします。 継続 次世代 
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川越市宣言内容 

職員の仕事と生活の両立を

推進し、男性職員が積極的 

に育児に参加できるよう、 

育児に伴う休暇・休業を取得

しやすい職場環境づくりを進め

ていきます。 
 

６ その他の取組 

 

 

・埼玉県多様な働き方実践企業 

県が実施している「多様な働き方実践企業制度」において、仕事と生活

の両立を推進している職場環境であるとして、「多様な働き方実践企業」

の最高ランクである「プラチナランク」に認定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・男性育児休業等推進宣言企業 

   県が実施している「男性育児休業等推進宣言企業」に登録し、男性職

員の育児に伴う休暇・休業の取得を推進している職場であることを、埼

玉版ウーマノミクスサイトにおいて宣言しています。 
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・川越市ハラスメント根絶宣言 

   川越市では、令和６年１１月２２日に、職員が働きやすい良好な職場

環境の実現を目指し、「川越市ハラスメント根絶宣言」を行いました。 

 

                     

  宣言内容 

一、職員一人ひとりがハラスメントに関する正しい 

知識と共通の認識を持ち、お互いを尊重します。 

 

一、カスタマーハラスメントを含む不当要求行為に 

対しては、毅然とした対応を行います 

 

※ ハラスメントとは、パワー・ハラスメント、セクシュ

アル・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護

に関するハラスメント等のあらゆるハラスメントを

指します。 
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